
 

環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律に基づく体験の機会の場の認定に関する運用について 

改正案 現行 

（略） 
第１ 認定までの流れ 

１． 申請は、申請者が関係各大臣（環境大臣、文部科学大臣、農林水産大臣、

経済産業大臣及び国土交通大臣）のうちいずれかに、環境教育等による環境

保全の取組の促進に関する法律施行規則（平成 24 年文部科学省・農林水産

省・経済産業省・国土交通省・環境省令第２号。以下「施行規則」という。）

第９条に規定する書類を提出することにより行う。申請先は、別紙１の関係

各省が指定した窓口（以下「申請等窓口」という。）のうちいずれかとする。 
２． （略） 
３． 申請に必要な書類が揃った時点で、受付担当官は、書類の原本を、環境

省大臣官房総合政策課環境教育推進室長（以下「環境省教育室長」という。）

に別紙２により送付する。環境省教育室長は、関係各省（文部科学省、農林

水産省、経済産業省及び国土交通省）に対して、申請書類の写しを送付する

とともに、文部科学省を除く関係各省に対し、当該申請事業の主務省となる

かについて、別紙３により照会をし、照会を受けた省は別紙４により回答す

る。環境省は、回答に基づき当該事業の主務省を決定し、関係各省に連絡す

る。 

なお、受付省が主務省に含まれなかった場合については、受付担当官から

申請者に対し、主務省の申請等窓口の中から今後の手続等の窓口として希望

するところを聴取し、それ以降の対応を行う窓口を決定し、受付担当官を変

更する。 

４．主務省となった省は、申請された体験の機会の場が認定基準に適合してい

るかどうか審査し、疑義がある場合には疑義を、特段の疑義がなく認定基準

に適合していると判断した場合には審査結果を、別紙５により環境省教育室

長に提出する。認定基準に適合しているかどうかを判断する際には、別紙５

の別添「認定基準適合チェック」の「具体的な留意点」に留意する。 

（略） 
第１ 認定までの流れ 

１．申請は、申請者が関係各大臣（環境大臣、文部科学大臣、農林水産大臣、経

済産業大臣及び国土交通大臣）のうちいずれかに、「環境教育等による環境保全

の取組の促進に関する法律施行規則」（以下「施行規則」という。）第９条に規

定する書類を提出することにより行う。申請先は、別紙１の関係各省が指定し

た窓口（以下「申請等窓口」という。）のうちいずれかとする。 
 
２． （略） 
３． 申請に必要な書類が揃った時点で、受付担当官は、書類の原本を、環境省

総合環境政策局環境経済課環境教育推進室長（以下「環境省教育室長」という。）

に別紙２により送付する。環境省教育室長は、関係各省（文部科学省、農林水

産省、経済産業省及び国土交通省）に対して、申請書類の写しを送付するとと

もに、文部科学省を除く関係各省に対し、当該申請事業の主務省となるかにつ

いて、別紙３により照会をし、照会を受けた省は別紙４により回答する。環境

省は、回答に基づき当該事業の主務省を決定し、関係各省に連絡する。 

なお、受付省が主務省に含まれなかった場合については、受付担当官から申

請者に対し、主務省の申請等窓口の中から今後の手続等の窓口として希望する

ところを聴取し、それ以降の対応を行う窓口を決定し、受付担当官を変更する。 

 

 

４．主務省となった省は、申請された体験の機会の場が認定基準に適合している

かどうか審査し、疑義がある場合には疑義を、特段の疑義がなく認定基準に適

合していると判断した場合には審査結果を、別紙５により環境省教育室長に提

出する。 

 



 

５．～６．（略） 

 

（略） 

 

第３ 毎年の事業報告について 

 環境省は、体験の機会の場で行われる事業の事業報告をすべての認定民間団

体等に対し、毎年要請する。認定民間団体等に対する連絡等は、各認定体験の

機会の場の受付担当官を経由して行う。環境省は、収集した情報について整理

及び分析をし、環境教育関係者を含む国民全体に対して情報提供を行う。 
（略） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
別紙１ 

５．～６．（略） 

 

（略） 

 

第３ 毎年の事業報告について 

 環境省は、体験の機会の場で行われる事業の事業報告書その他の情報の提供を

すべての認定民間団体等に対し、毎年要請する。要請する内容は、関係省が共同

して決定し、認定民間団体等に対する連絡等は、各認定体験の機会の場の受付担

当官を経由して行う。環境省は、収集した情報について整理及び分析をし、環境

教育関係者を含む国民全体に対して情報提供を行う。 
（略） 
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認定基準適合チェック 
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